
第１条｛名 称〕

こ の 協 会 は、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 ＫＹＧ 協 会（以 下 協 会と いう〕と称 する。

第２条（所在地〕

協 会 は、 主 たる 事 務 所 を 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 堀 留 町２丁 目ｏ番 地６号

ライフ サイエ ンス ビル に そ の 事 務 所 を 置く。

第宜条（目的〕

協会 は遺伝子レベルでの 医学・栄養学その他各種病気予防、体質改善

に 関 する 学 術 研 究 及 び 同 種 研 究 機 関 等 へ の 援 助 を 行 い
、

もっ て 予 知・予

防 医 学 の 発 屈 に 寄 与 すると共 に、 そ の 研 究 成 果、 医 学 的 知 識 等 を 世 に 普

及 さ せることにより、 広く 国 民 の 健 康 生 活 及 ぴ 福 祉 の 増 進 に 寄 与 し
、

併 せ て

自然環境保護団体等への援助を通じ自然環境の保護に寄与することを目

的 とする。

第４条（事業〕

協 会 は 第３条 の 目 的 を 達 成 する た め に 次 の 事 業 を 行う。

①遣伝子栄養学、病気予防及ぴ体質改善に関する研究及ぴ研究成果の公

開に係る事業

②東洋伝承医学研究者等との共同研 究及ぴ研究成果の公開に係る事業

③研究機関等への援助先研究機関における研究成果の公開に係る事業

④病 気予防、体質改善に関する知識等の普及、啓蒙及び指導活動に係

る事業

⑤ 栄 養 相 談
、

健 康カ ウン セリン グサ ー ピス の 提 供 に 係 る 事 業

⑥栄 養指導者の養成に係る事業

⑦各種研究機関における研修事業

⑧自 然環境保護活動団体等 ＾の支援に係る事業

第５条‘会員〕

協 会 の 入 会 に つ い て は
、

協 会 が 会 員とし て ふき わ しいと認 め た 者

（以 下 会 員 という〕とする自

第喧条（会員の橦類）

協 会 の 会 員 は 次 の 会 貫 によっ て 構 成さ れ る由

①法人会員

協会の目的に賛同した法人で協会の常任理事会で承認された法人

②個人正会員

法 人 会 員 に 所 属 する 者 で、 協 会 の 目 的 に 賛 同 した 個 人

③個人一般会員

法 人 会 員 に 属 さな い で、
協 会 の 目 的 に 賛 同 した 個 人

第７条（入会手続〕

協会に入会を希望する者は、協会所定の書類に必要事項を記入し、

署 名、 捺 印 のうえ、 協 会 ＾ 提 出 し、 協 会 により当 該 書 類 が 適 正 に 処

理さ れ たときを 入 会 とす る。

第宮条‘会費）

① 会 員 は、 協 会 所 定 の 会 費 を 支 払う。

② 会 費 は 年 」 括 払 いとし 指 定 の 口 座 より自 動 引 き藩 しと する。

③ 支 払 わ れ た 会 費 は い か なる 理 由 が あっ ても 返 還 しな い。

第９条 儲 渡の禁止〕

会 員 は 協 会 の 会 員 資 格 を 他 人 に 譲 渡 す ること は でき な い由

第１０条（退会〕

会員が協会の退会を希望するときぱ、協会の所定の 退会届を協 会に提

出 し、 退 会 す るこ と が で き る。

第１１条｛除 名〕

会 員 が 次 の 各 項 の 一 に 該 当 すると協 会 が 判 断 したとき は、 協 会 は 会 員 の

資 樒 を 停 止 し 協 会 から 退 会 させ ることが できる出

①協会の秩序を乱す行為を行ったとき

② 合 理 的 な 理 由 があり、 会 員として ふ さ わしくな い とき

③その他、故意の器物破損や協会の名 誉段損にあたる行為を行ったとき

第１２条（契絢期間及ぴ継続〕

会 員 の 資 格 は 第７条 に 定 め る入 会 申 込 手 続 き が 完 了し た 日より１年 聞と

し、期 間 満 了２ケ月 前 まで に 第１０条 に 定 める 退 会 届 書を 協 会 に 提 出 しな

いとき は 当 該 期 間 は１年 間 延 長 され るも のとし 以 降 同 様とす る。

第１３条（サービス提供期問〕

第４条①から⑧に定める事項の提供期聞は入会申込手続きが完了した日

に 始 まｏ
、

会 員 資 格 を 保 有し て いる 期 問 中と する。

議 １蟻鰯簸由鰯
第１４条｛会員 規則の連守・守秘〕

会 員 は 会 員 規 則 を 遵 守し
、

協 会 の 目 的 が 円 摘 に 達 成 さ れるよう協 カ す る。

協会 は知り得た会員に関する一切 の情報を協会の目的を達成する以外の

目 的 で 使 用 しな い
。

第１５条｛免責〕

協 会 は、 協 会 の 提 供 す る サ ー ピス に 関 し、 協 会 の 責 に 帰 し 得 な い 事 由

により
、

会 員 等 が 受 け た 損 害 に つ いて は
、

そ の 實 を 負 わ な い由

第Ｉｏ条（会員 規則・会費等の変更〕

協 会 は、 会 員 規 則、 会 費 を 変 更 す ることが できる。

（最 終 変 更 日：２０１０９．１〕


